
平
成
二
十
七
年
政
令
第
百
七
十
三
号

原
子
力
損
害
の
補
完
的
な
補
償
に
関
す
る
条
約
の

実
施
に
伴
う
原
子
力
損
害
賠
償
資
金
の
補
助
等
に

関
す
る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
原
子
力
損
害
の
補
完
的
な
補
償
に
関
す
る
条

約
の
実
施
に
伴
う
原
子
力
損
害
賠
償
資
金
の
補
助
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
三

条
、
第
五
条
、
第
十
条
第
一
項
及
び
第
十
一
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
法
第
三
条
の
政
令
で
定
め
る
金
額
）

第
一
条
　
原
子
力
損
害
の
補
完
的
な
補
償
に
関
す
る
条
約

の
実
施
に
伴
う
原
子
力
損
害
賠
償
資
金
の
補
助
等
に
関

す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
政
令

で
定
め
る
金
額
は
、
一
単
位
（
国
際
通
貨
基
金
協
定
第

三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
引
出
権
に
よ
る
一
特
別

引
出
権
に
相
当
す
る
金
額
を
い
う
。
第
四
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
三
億
倍
の
金
額
と
す
る
。

（
法
第
三
条
の
国
の
補
助
）

第
二
条
　
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
行
う
補
助
の
金
額

は
、
次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
の
範
囲
内
と
す
る
。

一
　
原
子
力
事
業
者
が
対
象
原
子
力
損
害
の
賠
償
請
求

権
に
係
る
債
務
に
つ
い
て
弁
済
を
し
た
金
額
及
び
当

該
賠
償
請
求
権
を
有
す
る
者
の
承
諾
が
あ
っ
た
金
額

の
合
計
額
に
相
当
す
る
金
額
（
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る

金
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
い
金
額
を
限
度
と
す

る
。
）

イ
　
原
子
力
事
業
者
が
当
該
原
子
力
損
害
の
賠
償
請

求
権
に
係
る
債
務
に
つ
い
て
弁
済
を
し
た
金
額
及

び
当
該
賠
償
請
求
権
を
有
す
る
者
の
承
諾
が
あ
っ

た
金
額
の
合
計
額
に
相
当
す
る
金
額
か
ら
前
条
に

規
定
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額

ロ
　
原
子
力
損
害
の
補
完
的
な
補
償
に
関
す
る
条
約

（
以
下
「
条
約
」
と
い
う
。
）
第
四
条
１
（
ｂ
）
の

規
定
に
よ
り
我
が
国
に
つ
い
て
そ
の
額
が
算
定
さ

れ
る
拠
出
金
の
額
に
同
条
１
（
ｃ
）
の
規
定
に
よ

り
我
が
国
以
外
の
締
約
国
に
つ
い
て
そ
の
額
が
算

定
さ
れ
る
拠
出
金
の
最
高
額
の
合
計
額
を
加
え
た

金
額
に
相
当
す
る
金
額

二
　
そ
の
他
対
象
原
子
力
損
害
に
係
る
原
子
力
損
害
賠

償
資
金
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
資
金
の
額

（
一
般
負
担
金
の
額
の
算
定
方
法
）

第
三
条
　
法
第
五
条
に
規
定
す
る
一
般
負
担
金
の
額
は
、

一
工
場
又
は
一
事
業
所
当
た
り
、
条
約
第
四
条
１

（
ｃ
）
の
規
定
に
よ
り
我
が
国
に
つ
い
て
そ
の
額
が
算

定
さ
れ
る
拠
出
金
の
最
高
額
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

原
子
炉
の
運
転
等
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る

率
（
同
一
の
工
場
又
は
事
業
所
に
係
る
原
子
炉
の
運
転

等
が
次
の
各
号
の
二
以
上
の
号
に
該
当
す
る
と
き
は
、

そ
の
最
も
大
き
い
率
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
相
当
す

る
金
額
と
す
る
。

一
　
原
子
力
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭

和
三
十
七
年
政
令
第
四
十
四
号
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
賠
償
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
表

第
一
号
に
規
定
す
る
原
子
炉
の
運
転
等
　
千
万
分
の

一
万
四
千
二
百

二
　
賠
償
法
施
行
令
第
二
条
の
表
第
二
号
、
第
四
号
、

第
八
号
、
第
十
一
号
、
第
十
三
号
、
第
十
五
号
又
は

第
十
七
号
に
規
定
す
る
原
子
炉
の
運
転
等
　
千
万
分

の
四
百
二
十
六
（
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
け

る
原
子
炉
の
運
転
等
に
つ
い
て
は
、
千
万
分
の
二
百

十
三
）

三
　
賠
償
法
施
行
令
第
二
条
の
表
第
三
号
、
第
五
号
か

ら
第
七
号
ま
で
、
第
十
号
、
第
十
二
号
、
第
十
四
号

又
は
第
十
六
号
に
規
定
す
る
原
子
炉
の
運
転
等
　
千

万
分
の
七
十
一
（
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
け

る
原
子
炉
の
運
転
等
に
つ
い
て
は
、
千
万
分
の
三
十

五
・
五
）

四
　
賠
償
法
施
行
令
第
二
条
の
表
第
九
号
に
規
定
す
る

原
子
炉
の
運
転
等
　
千
万
分
の
二
千
百
三
十
（
大
学

又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
け
る
原
子
炉
の
運
転
等
に

つ
い
て
は
、
千
万
分
の
千
六
十
五
）

（
法
第
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
金
額
）

第
四
条
　
法
第
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、

一
単
位
の
三
億
倍
の
金
額
と
す
る
。

（
特
別
負
担
金
の
額
の
算
定
方
法
）

第
五
条
　
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
特
別
負
担
金
の
額

は
、
条
約
第
三
条
３
及
び
４
並
び
に
第
四
条
１
（
ｂ
）

の
規
定
に
よ
り
我
が
国
に
つ
い
て
そ
の
額
が
算
定
さ
れ

る
拠
出
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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